
 

地方分権改革の実現に向けた要求 
地域の自主性・自立性を高め、個性豊かで活力ある国家を築くためには、地方

分権改革の着実な推進が不可欠である。 
そこで、本日、九都県市首脳会議は、政府に対し、真の分権型社会の構築に向

け、政治主導で迅速かつ全力で取り組み、地方の意見を十分に踏まえ大胆な改革

を断行するよう、以下の事項を強く要求する。 
 また、我々も当事者として、強力に改革を推進していく決意で臨むものである。 

Ⅰ 真の分権型社会の実現 

国と地方の役割分担の適正化や、地方の自由度の拡大の観点から、次の改革

を徹底して行うこと。 

（１）役割分担の徹底した見直しと更なる権限移譲の推進 

① 「補完性の原則」に則って、国と地方の役割分担の徹底した見直しを進

め、国から地方への権限移譲及び都道府県から基礎自治体への権限移譲を

大幅に進めること。なお、都道府県から基礎自治体への権限移譲について

は、地方分権改革推進委員会の第１次勧告で示された内容が十分に実施さ

れていないことから、更なる移譲を行うこと。 

② 権限移譲に当たっては、移譲先の地方自治体に財政負担が生じないよう、

確実な財源措置を行うこと。 

（２）更なる義務付け・枠付け等の見直し 

① これまでの見直しは、地方分権改革推進委員会の勧告で示された内容が

十分に実施されていない上、地方自治体の裁量の余地の乏しい「従うべき

基準」が数多く示されているなど不十分である。国による関与、義務付け・

枠付けについては、早期に、廃止を基本とした更なる見直しを徹底すると

ともに、条例による法令の上書き権を認めるなど地方自治体の条例制定権

を拡大すること。 

② 国による関与、義務付け・枠付けについて、更なる見直しを行う際には、

地方の意見を十分踏まえ、「従うべき基準」の設定は原則行わないこと。 

（３）国の出先機関の原則廃止 

① 「アクション・プラン」では、「直轄国道」「直轄河川」「ハローワーク」

について一定の方向性が示されたものの、その他地方に移管される組織や

移譲される事務・権限及びその工程に関する具体的な記述が乏しいなど、

多くの部分が今後の検討にゆだねられている。国の出先機関の事務・権限

については、住民に身近な行政はできる限り地方自治体にゆだねることを

基本に、ゼロベースで見直すこととし、必要性を十分精査した上で、原則

として都道府県・指定都市へ移管するとともに、出先機関については原則

廃止の方針の下で抜本的に見直すこと。その際、事務事業に必要な税財源
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等を一体的に移譲するとともに、人員の移管については、地方と十分に協

議を行うこと。 
② 直轄国道や一級河川については、これまで地方分権改革推進委員会の勧

告に則って国と地方が個別協議を行ってきたが、国が移管に必要な財源等

を示さないことなどが原因となり、進展がみられない。 
国は、財源措置等の具体的な制度的枠組みを個別協議の前提として明示

するとともに、地方が求めるものについて適切な移管時期などを関係自治

体と十分に協議した上で、早期に、都道府県・指定都市へ移管すること。 
③ ハローワークについては、地方が担っている事務・権限との効率的な連

携により、住民の利便性向上などの大きなメリットを生み出せることから、

何ら権限移譲を伴わずに二重行政を助長する国と地方の一体的な実施など

ではなく、直ちに移管すること。 
④ 「直轄国道」「直轄河川」「ハローワーク」以外の事務・権限については、

各府省が行った自らが所管する出先機関の事務・権限仕分け（「自己仕分

け」）の結果にかかわらず、可能なものから速やかに都道府県・指定都市に

移譲すること。 

（４）「国と地方の協議の場」について 

① 協議に当たっては、真に国と地方が対等・協力の関係のもと、国と地方

の双方の検討期間を十分に確保するなど実効性のあるものとし、形式的な

運用は断じて行わないこと。 

② 協議結果については真摯に受け止め、適切に政策に反映させること。 

③ 地方側の代表者の数を増やすとともに、指定都市の代表者も加えて開催

すること。 

（５）地方自治法の抜本改正 

現行の地方自治法をはじめとする地方自治制度は、地方自治体の組織・運

営の細目に至るまで規定し、事実上、国が地方行政を統制する仕組みとなっ

ていることから、地方自治体の裁量権を広範に保障するため、地方の意見を

十分に踏まえ、早急に地方自治法を抜本改正すること。 

（６）裁定的関与の見直し 

国や都道府県が審査請求・再審査請求を受けて行う裁定的関与については、

国民の権利利益を迅速かつ公正に救済する仕組みにも配慮した上で、地方分

権の視点から見直すこと。 



 

Ⅱ 分権型社会にふさわしい地方税財政制度の構築 

地方の課税自主権の強化を前提とし、国と地方の役割分担に応じた税財政制

度を確立するため、次の改革を一体的かつ強力に推進すること。 
その際には、我が国最大の大都市圏である九都県市の行財政需要を的確に反

映するなど、それぞれの地域の特性を十分に考慮すること。 

（１）税源移譲 

① 地方が担うべき事務と権限に見合った地方税源の充実強化を図るため、

国と地方の税体系を抜本的に見直し、必要な地方への税源移譲を確実に進

めること。 
② 国と地方の税体系を抜本的に見直す際には、地方消費税について、税率

の引上げを含めた積極的な拡充を図るなど、税源の地域偏在性が少なく、

安定的な税収を確保できる地方税体系を構築すること。 
③ 「地域主権戦略大綱」では、国から地方への税源移譲の実現に向けた具

体的な方策が明確に示されていない。権限移譲だけでなく、それを裏付け

る税源移譲についても、地方を含めて徹底して議論し、早急に明確化する

こと。 

（２）「社会保障と税の一体改革」と地方税財源の確保 

地方自治体が、社会保障に関するサービスの運営・給付主体であり、医療、

介護及び子育て施策など幅広い社会保障行政において、重要な役割を果たし

ていることを踏まえ、社会保障・税に関わる番号制度を含め、地方の参画の

下で制度設計の検討を進めること。 
また、今後も増加が見込まれるこれらの分野に係る行政需要に見合った地

方税財源を確保すること。 

（３）地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の即時撤廃 

① 不合理な暫定措置である地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は直ち

に撤廃し、国税化された法人事業税を地方税として復元すること。 
② 地域間の税収格差の是正は、地方分権を踏まえた国・地方の税体系の実

現や、行財政需要を的確に反映させる地方交付税制度の構築など、地方税

財政制度を抜本的に改革する中で行うこと。 

（４）地方法人課税の堅持 

① 政府は「新成長戦略」に、法人実効税率の引下げを盛り込んだが、地方

の重要な財源である地方法人課税の縮減は行わないこと。 

② 国の法人税率だけを引き下げる場合であっても、租税特別措置の抜本的

な見直しなどによる課税ベースの拡大を併せて行うべきである。それによ

っても法人住民税の税収や地方交付税の総額が減少する場合には、法人住

民税の減収については他の地方税を拡充し、地方交付税の減収については

法定率の引き上げ等を確実に行うなど、地方税財源を確保すること。 



 

 

（５）自動車関連諸税等の見直し 

① 自動車関連諸税は、地方自治体の都市基盤整備などの貴重な財源となっ

ていることから、現在の税率水準を引き続き維持し、地方の財源を確実に

担保すること。 

見直しを行う場合は、国の責任において全ての地方自治体を対象として、

別途税源移譲など地方税の拡充で確実に財源措置すること。 

② 「地方環境税」や「地球温暖化対策譲与税」の検討に当たっては、地方

自治体が地球温暖化対策に果たす責任と役割や、自動車関連諸税の見直し

が行われた場合の地方財政への影響等を踏まえ、地方税源化の制度を創設

すること。その際には、地方の意見を取り入れながら、制度設計を行うこ

と。 

（６）地方交付税制度改革 

① 地方の行財政需要を的確に把握した上で、地方の安定的財政運営に必要

な交付税総額を確保すること。 
② 地方交付税は、地方固有の共有財源であることを明確化し、国による義

務付けや政策誘導を排除すること。 
③ 地方財源不足の解消に当たっては、地方が国に代わって借金する臨時財

政対策債を廃止し、地方交付税の法定率引上げによって対応すること。 

（７）地域自主戦略交付金について 

① そもそも、国庫補助負担金については、個々の補助負担金の本来の目的

や意義を十分に踏まえた上で、地方への税源移譲を中心とした抜本的改革

を進めるべきであることから、地域自主戦略交付金は、税源移譲までの経

過措置とし、国は速やかにその工程を明らかにすること。 
② 地域自主戦略交付金の交付に当たっては、首都圏の都市基盤整備等の意

義や役割を踏まえた行政需要を斟酌した上で、各団体が担うべき事業の必

要額が安定的・確実に確保できるようにすることとし、国の一方的な財源

捻出の手段として総額削減は行わないこと。 

③ 地方自治体間の財政調整は、地方交付税により行うべきであり、地域自

主戦略交付金による財政力格差の是正は行わないこと。 
④ 地方の自由度を高め、地域の知恵と創意が生かされる制度とするため、

国の関与は最小限にすること。 
具体的には、交付金の使途は対象補助金の範囲内とせず自由に選択でき

るようにするとともに、規模要件を撤廃するよう見直しを行うこと。 
また、地方の自由裁量拡大に寄与する補助金等を地域自主戦略交付金の

対象に加えるとともに、地域自主戦略交付金の対象事業は補助金適正化法

等の対象から除外すること。 

⑤ 国は、地方が平成 24 年度の予算編成に反映できるよう、早急に制度の詳



 

細を明らかにした上で、国と地方の協議の場や地域主権戦略会議等におい

て十分に議論し、地方の意見を的確に反映すること。 

（８）国直轄事業負担金の見直し 

① 国直轄事業負担金の見直しに当たっては、国と地方の役割分担を明確に

した上で、国が行うべき事業は、国が全額費用負担し、地方が行うべき事

業は、権限と必要な税財源を移譲すること。 
② 国は、「直轄事業負担金制度等に関するワーキングチーム」において、

平成 25 年度までに、現行の直轄事業負担金制度の廃止とその後の在り方

について結論を得るとしているが、その見直しの具体的な手順等を盛り込

んだ工程を早急に示すこと。 
③ 国直轄事業の実施や変更にあたっては、国と地方の協議の場を通じて、

国直轄事業負担金を負担する都道府県及び指定都市の意見を確実に反映

すること。 
④ 国は、地方が国に支出した国直轄事業負担金について、厳正な検査を行

い、不適切な支出を防止すること。また、不適切な支出等があった場合に

おける、地方自治体に負担金を返還する仕組みを検討すること。 
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